
約款（定型約款）に関する規定の新設

改正法の内容

・ 対象とする約款（定型約款）の定義
① ある特定の者が不特定多数の者を相手方とする取引で、
② 内容の全部又は一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの
を 「定型取引」と定義した上、 この定型取引において、

③ 契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体
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問題の所在

「約款」という用語は、現在も企業の契約実務や学界において広く用いられている。

もっとも、その意味についての理解は千差万別

約款に関する規定を新設するに当たり、改正の趣旨を踏まえた定義等が必要

【該 当】 鉄道・バスの運送約款、電気･ガスの供給約款、保険約款、インターネットサイトの利用規約 等

【非該当】 一般的な事業者間取引で用いられる一方当事者の準備した契約書のひな型、労働契約のひな形 等

【新§548-2Ⅰ】

・ 「定型約款」という名称
従来の様々あった「約款」概念と切り離して、規律の対象を抽出したことを明らかにするための名称

大量取引が行われるケースにおいて取引の安定等を図る観点から新たなルールを設けるのは、

約款によって画一的な取引をすることが事業者側・顧客側双方にとって合理的であると客観的に

評価することができる場合に限定する必要がある。

新設規定の対象となる約款（定型約款）の定義



改正法の内容

・ 定型約款が契約の内容となるための要件（組入要件）
次の場合は、定型約款の条項の内容を相手方が認識していなくても
合意したものとみなし、契約内容となることを明確化※
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問題の所在
民法の原則によれば契約の当事者は契約の内容を認識しなければ契約に拘束されない。

約款（定型約款）に関する規定の新設

・ 「定型約款」については、細部まで読んでいなくても、その内容を契約内容とする旨の合意があるのであれば、
顧客を契約に拘束しても不都合は少ない。

・ 明示の合意がない場合であっても、定型約款を契約内容とする旨が顧客に「表示」された状態で取引行為が行われ
ているのであれば、同様に不都合は少ない。

ただし、相手方への「表示」が困難な取引類型（電車・バスの運送契約等）
については、「公表」で足りる旨の特則が個別の業法に設けられている。

顧客の利益を一方的に害するような条項は契約内容とならないようにする余地を認めることが必要

【新§548-2】

① 定型約款を契約の内容とする旨の合意があった場合
② （取引に際して）定型約款を契約の内容とする旨をあらかじめ相手

方に「表示」していた場合※※

（定型取引の特質に照らして）相手方の利益を一方的に害する契約

条項であって信義則（民法１条２項）に反する内容の条項について
は、合意したとはみなさない（契約内容とならない）ことを明確化

※ただし、定型取引を行う合意の前に相手方から定
型約款の内容を示すよう請求があった場合に、定型
約款準備者が正当な事由なくその請求を拒んだ場
合には、定型約款の条項の内容は契約内容とならな
い。【新§548-3】

（例） 売買契約において、本来の目的となっていた商品に加えて、想定外の別の商品の購入を
義務付ける不当な（不意打ち的）抱合せ販売条項など

・ 契約の内容とすることが不適当な内容の契約条項
（不当条項）の取扱い

定型約款が契約内容となる要件

顧客は定型約款の条項の細部まで読まないことが通常であるが、不当な条項が混入している場合もある。

※※


